
 

報告第７号 

 

 

 

損害賠償額決定専決処分につき報告のこと 

 

 交通事故の損害賠償額決定につき、地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき

専決処分したので、同条第２項の規定により次のとおり報告する。 

 

  令和７年５月１４日提出 

 

 

 

                明石市長   丸  谷  聡  子 



専決第４号

   損害賠償額決定のこと

交通事故の損害賠償額決定につき、地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、

次のとおり専決処分する。

  令和７年２月２１日専決

                明石市長   丸  谷  聡  子
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記

１ 損害賠償額  金 ２８０，８５０円（人身損害に係るもののみ）

２ 相 手 方  明石市在住の個人

３ 事故の内容  令和６年９月１３日明石市大久保町ゆりのき通１丁目４番地の

７地先の信号機による交通整理が行われていない交差点において、

こども局明石こどもセンターこども支援課の職員が運転する本市

所有の軽貨物自動車が右折しようとした際、自転車に乗車して右

方から直進してきた相手方を転倒させ、自転車を破損させたとと

もに、相手方を負傷させたもの。

（提案理由）

本案は、交通事故の損害賠償額の決定につき、地方自治法第１８０条第１項の規定

に基づく市長専決処分事項第８項の規定により専決処分したので、同法同条第２項の

規定により報告するものである。
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